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は じ め に 
わが国では、近年、障害のある方の高齢化や障

害の重度化、重複化等が進み、障害福祉のニーズ
が多様化するとともに、障害のある方のご家庭で
も介護者の高齢化やヤングケアラーの問題など、
さまざまな課題を抱えています。 

障害者総合支援法や障害者差別解消法の改正
などにより、障害のある方が自ら望む地域生活を
営むことができるよう、支援の一層の充実が求め
られるなど、障害のある方を取り巻く環境は、
日々変化しています。 

国では、令和５（2023）年３月に、障害者施策
の最も基本的な計画となる「第５次障害者基本計画」を策定し、共生社会の実
現に向け、障害者が、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加し、その
能力を最大限発揮して自己実現できるよう支援するとともに、障害者の社会参
加を制約する社会的障壁を除去するため、施策の基本的な方向を定めることを
基本理念として掲げました。 

本市では、このことを踏まえ、「誰もがお互いに尊重し合い 地域で共に生き
る社会の実現」を基本理念とした「第６次朝霞市障害者プラン」及び「第７期
朝霞市障害福祉計画・第３期朝霞市障害児福祉計画」を策定しました。 

本計画では、基本理念に基づき、障害のある人もない人も、地域で共に生き
る社会の実現を目指すとともに、自分の意思で自立し、社会参加ができるよう、
障害福祉サービスの実施をはじめとしたさまざまな施策を推進してまいりま
す。関係機関の皆様と連携を図りながら、総合的かつ効果的に取組を進めてい
きたいと考えておりますので、一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

結びに、この計画の策定にご尽力をいただきました、朝霞市障害者プラン推
進委員会委員の皆様をはじめ、アンケート・ヒアリングへのご協力並びにパブ
リックコメントに多くのご意見をお寄せいただきました市民、団体及び事業
所の皆様に、心より御礼を申し上げます。 

 

令和６（2024）年３月 
 

朝霞市長  富岡 勝則  
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